
【画像診断】

通則
【点数の見直し】 通則5 画像診断管理加算３ 300点→340点 白本455ページ

第3節 コンピューター断層撮影診断料
E202 MRI撮影（1日につき）
【注の追加】 注10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラスト
グラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、
600点を所定点数に加算する。 白本458ページ

【病理診断】

第2節病理診断・判断料
【点数の見直し】 N006 病理診断料

1 組織診断料 450点→520点 白本 716ページ

N007 病理判断料 150点→130点 白本 717ページ


